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自己株式の取得に関する定款変更のお知らせ 

 

当社は、2026 年５月 20 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第２項に基づき、取締役会の決議を

もって、自己株式を買い受けることを可能とするため、2026年６月26日開催の第20回定時株主総会に、下記

のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、上記の定款の一部変更につきましては、2026年６月26日開催の第20回定時株主総会にて承認可決さ

れることを条件といたします。 

 

１． 変更の理由 

 当社は、資本効率の向上及び株式価値の向上を図るとともに、市場環境の変化等に応じた機動的な資

本政策を遂行できる体制を整備することを目的として、会社法第 165 条第２項の規定に基づき、取締役

会の決議によって自己株式を取得することができるよう、定款の一部を変更するものであります。 

 

２． 変更内容 

変更の内容は以下のとおりであります。 

（下線部が変更箇所であります。） 

現行定款 変更案 

第２章 株式 
 

（新設） 
 
 
 

第２章 株式 
 
第１１条 （自己株式の取得） 
当会社は、会社法第165条第2項の規定によ
り、取締役会の決議をもって、自己の株式を
取得することができる。 

第３章 株主総会 
 
第１１条～第１７条（条文省略） 

第３章 株主総会 
 
第１２条～第１８条（現行どおり） 

第４章 取締役及び取締役会 
 
第１８条～第２９条（条文省略） 

第４章 取締役及び取締役会 
 
第１９条～第３０条（現行どおり） 

第５章 監査役及び監査役会 
 
第３０条～第３９条（条文省略） 

第５章 監査役及び監査役会 
 
第３１条～第４０条（現行どおり） 

第６章 会計監査人 
 
第４０条～第４２条（条文省略） 

第６章 会計監査人 
 
第４１条～第４３条（現行どおり） 

第７章 計算 
 
第４３条～第４６条（条文省略） 

第７章 計算 
 
第４４条～第４７条（現行どおり） 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日 2026 年６月26日（予定） 

定款変更の効力発生日 2026 年６月26日（予定） 

 

以 上 


